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凡 例

1．本書は、松江市教育委員会が昭和60年度において実施した芝原遺跡発掘調査の報告書

である。

2．発掘調査の経費については、これが団体営福田地区は瘍整備事業の実施中半に当該遺

跡が発見されたことに端を発し、事業も大幅軽挙姪する中での緊急調査であることから

昭和50年に文化庁と農林省の間で省の間で締結された農業基盤整備事業にかかる埋蔵

文化財の取り卿、についての覚書中、第5項を適用することとし、農林側負担4，500千

円（総事業費の75％）、文化財保護側1，500千円（総事業費の25％）の負担割合とし、

総事業費6，000千円により実施した。農林側の4，500千円については、松江市土地改良

区からの受託事業とし、昭和60年11月1日に発掘調査委託契約を締結した。文化財保護

側の1，500千円については文化庁所管の補助事業とし、国庫補助金750千円（総事業費

の50％）、島根県補助金375千円（総事業費の25％）、松江市負担金375千円（総事業

費の25％）の負担割合とし、昭和60年10月28日付、松教社第632号をもって国庫補助

金の交付申請書を提出し、昭和61年3月10日付、委保第71号をもって交付決定を受け

たものである。

3．発掘調査は、昭和60年12月2日から着手し、昭和61年3月27日に終了した。

4．調査の実施にあたっては、福原町のは場整備委員長　福田　敬、工事委員長　松田正

妃、換地委員長　福田　嘉秀の3氏の他、多数の地元の方々の絶大なる協力を得た。こ

ここに記して感謝の意を表する次第である。

5．遺構及び出土遺物の検討に際しては、山中敏史（奈良国立文化財研究所埋蔵文化財セ

ンター主任研究官）、山本清（島根大学名誉教授）、渡辺貞幸（島根大学助教授）及び

島根県教育委員会文化課主事西尾克己、松本岩雄、柳浦俊一の各氏の指導を得た。

6．発掘調査の組織は次のとおりである。

委　託　者

受　託　者

主　体・者

調査担当者

事　務　局

松江市土地改良区理事長　佐川喜慶

松江市　代表者　松江市長　中村芳二郎

松江市教育委員会教育長　内田　柴

社会教育課文化係主事　中尾秀信、吾郷雄二　嘱託錦織慶樹

社会教育課長　野津　久夫

同課文化係長　岡崎雄二郎

7・図面の浄書、遺物の整理については、井上寛光、萩雅人、今岡一三がこれを補佐した。
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I　調査に至るいきさつ

本遺跡の所在する水田地一帯については、昭和58年度から同61年度までの最低4か年

の予定で団体宮は場整備事業が実施中であった。周知の遺跡については、谷間周辺の丘陵

において小規模の古墳がわずかに点在するのみで水田地では確認されていなかった。とこ

ろが、奈良時代に勘造された『出雲国風土記』t‥（以下「風土記」という。）によれば持田

から本庄地区に至るいずれかの地に「島根郡家」が所在していたことが知られ、その所在

地をめぐるこれまでの研究史の中で、2人の研究者がこの福原町の谷間水田の一画に郡家

跡を推定されている。

このことに鑑み、松江市教育委員会では、は場整備事業との調整を図る上から、事業区

域内において遺跡の有無を確認するための分布調査（試掘調査）を昭和59年度から実施し
注1

てきた。一方、遺跡周辺のほ場整備工事は昭和59年11月から開始された。ところが工事

開始直後の12月2日に水田の耕作土のみ除去した段階で耕作土下の地山と思われる黄褐色

粘性土上から円形の掘立柱と思われるピットが直線上に計6穴発見され、何らかの建物跡

のあることが明らかとなった。そこで、さらに周辺一帯を精査したところ、周辺部にも20
し倣ら

箇の柱穴のあることが判明した。土地の字名から「芝原遺跡」となづけた。

このことについて、農林事務所、土地改良区、県文化課と協議を重ねた結果、59年度の

発掘調査は、芝原遺跡を除いた南部と東部の低地水田一帯について試掘して、可能な限り

は場整備事業が変更して実施出来るようにすることで合意し、芝原遺跡の所在する西部高

台の水田地一帯については60年度において分布調査を実施し、遺跡の範囲と性格を究明す

るでせになった。

60年度の分布調査は、総事業費2，000千円により昭和60年4月から同年6月にかけて芝

原遺跡以南の台地上を調査した。その結果、最南端の水田地を除く台地全域から．柱穴等の

遺構が確認されたので、再び農林事務所等との協議会を開催し、芝原遺跡以南のすでに耕

作土が除去された台地一帯の水田については早期に結論を出す上から60年度において農林

側と文化側双方の負担において発掘調査を実施することになった。又、芝原遺跡以北の事

業予定地についても広範囲に分布調査を実施し遺構の有無を確認することになった。

このようにして、芝原遺跡の発掘調査が実施出来る運びとなったわけである。調査対象

面積は6，740Ⅱfである。
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Ⅱ　周辺の歴史的環境

芝原遺跡の所在する福原町の谷間では従来顕著な遺跡は知られていなかった。西側の丘

陵上には23の円墳や24の横穴群があるが単独で立地するものである。さらに西方の坂本

町地内には、長さ50mの前方後方墳である27薄井原古墳を盟主墳とした古墳群があり大

規模な集落遺跡である2g坂本中遺跡がある。

一方、東方に目を転ずれば上本庄町には5から10までの古墳群が分布し、5、6のよう

に前方後方墳があったり、横穴式石室と思われる石材が露出しており、肥沃な本庄平野を
注2

経済基盤とする地域勢力の発展がうかがわれる。

このように見てくると芝原遺跡の谷間では古墳時代まではさほど墳墓の群集はなかった

ようである。

本

町

第2図　周辺の遺跡分布図
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第1表　周辺の遺跡一覧

番号 名　　　 称 所　 在　 地 内　　　　　 容 備　　 考

1 芝　 原　 遺　 跡 福原町芝原

2 川原町 方墳

3 〝 前方後円墳

4 〝 方墳 2

5 金 比 羅 古 墳 群 上本庄町鎌ヤガ屋根 前方後方墳 1、方墳 2、石室 1

6 中 馬 枝 古 墳 群 〝　　 小馬枝 前方後方墳 1、石室 1

7 中　 西　 古　 墳　 群 〝　　 中西 方墳 2 、石室5

8 荒　 神　 古　 墳　 群 〝　　　　　　　　〝 墳形不明2基

9 平　 田　 古　 墳　 群 〝　　 平田 円墳 2 、方墳 6

10 荒　 船　 古　 墳　 群 〝　　 荒船 円墳 2 、方墳 5

11 荒　 ‥船　 遺　 跡 〝　　　　　　　〝 遺物散布地 縄文式土器

12 新庄町坂山 〝 須恵器片

13 玉　 野　 寺　 跡 上本庄町 寺跡

14 川原町 遺物散布地 須恵器

15 〝 〝 須恵器・土師器

16 〝 〝 〝

17 〝 〝 〝

18 〝 〝 〝

19 荒　 神　 古　 墳 〝 円墳、石棺式石室

20 〝 方墳 2

21 後　 谷　 古　 墳　 群 〝 方墳 9

22 〝 窯跡

23 内田功之助宅上古墳 福原町 円墳、横穴式石室

24 上 の 堂 横 穴 群 〝 4穴

25 ．長　 水　 寺　 跡 〝 礎石

26 小　 林　 古　 墳　 群 坂本町小林 方墳 3
1 号12×12×2．5
2 号11×11．5×2
3 号7．5×7．5 ×2

27 薄 井 原 古 墳 群 〝　薄井原 前方後方墳上 方墳 2 方墳 1辺 8 m

28 坂　 本　 館　 跡 〝　 唐人原 土塁

29 坂　 本　 中　 遺　 跡 〝 遺物散布地 須恵器・土師器片

30 〝 方墳

31 香 　々廻 古 墳 群 〝 方墳 3
1号8 ×8 × 1
2 号12×10×0．5
3 号11×9．2 ×2

32 中　 久　 跡　 古　 墳 〝 前方後方墳

33 〝 遺物散布地 須恵器
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Ⅲ　風土記所載の島根郡家の所在地をめぐって

芝原遺跡一帯の水田地については、奈良時代に編さんされた「出雲国風土記」に所載さ

れている島根郡家の跡があるのではないかということが、風土記研究をとおしてかねてか

ら説として挙げられていた。

そこで、今「変先学諸繁の説を記しておく。

後藤蔵四郎説　－　「これは女嵩山の正北二百冊歩、毛志山の正南「里といふ古の里程により
注3

て推せば、今の持田村の福原の長慶寺の辺であろう」とした。

野津左馬之助現　郡家の正北一里にある「毛志山」を後世の澄水山とし、郡家の正南二

百州歩にある「女岳山」を川原山に比定し、その二点から逆算して持田村大字福原集落の

殆んど中央部を東西に通ずる通称横道に添ひたる屋敷「シヤシキ」は実に郡家の跡なりと
注4

断定した。

朝山略説　五町を一里として換算した上で、朝酌渡、千酌膵、女嵩山、毛志山、菰野、

大倉山、佐太橋などからの路程を検討し、持田と東川津の堺にある納佐を郡家跡と推定さ

れた。さらにこの納佐にはコシヨベという屋号をもつ家があり島根郡の大領社部臣と縁故
注5

があろうと考え、古墳群のある太田の集落も近いことから妥当な地であるとした。

加藤義成説　郡家は各地への昭程から推定すると今の松江市東川津と持田との境、納佐

の東辺にあったと考えられるとし、余戸の里の項でも「…郡家は諸郷への方里からして元

の山口郷中にあったと考えられ・‥」といっている。山口郷については、風土記に「郡家の

正南四里二百九十八歩なり。」とあり今の松江市川津町に持田の東南部、朝酌の西端を加

えた地域である。郷名はもと嵩山の山口にある郷という意と考えられ、、都庁は上乗川津に
注6

あったと思われると述べている。

内田律夫説　風土記に「（島根）郡家の正東一十里二百六十歩なり。…」とある手染郷

（たしみのさと）の郷庁を特に考古学的資料をもとに現在の長海町の長兄神社付近と考え
注7

そこから郡家までの路程を検討し島根郡家の位置を坂本町坂本下あたりとした。

この坂本下地区には、島根半島において最大規模の前方後方墳である薄井原古墳がある

が、その被葬者は風土記にみえる郡司主帳無位出雲臣と密接な関連があると思われ島根郡

家もさほど遠くないところにあったものと推定した。

山本清説　郡家と朝酌渡、郡家から千酌、郡家から佐太橋までのそれぞれの路程を考察

し納佐のあたりとした場合、大体風土記の道のりに合うことから納佐説が有力であるとす
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第3図　島根郡家推定地と関連地

1芝原遺跡　2干酌屏家湊（服部説）　3亭染郷庁（内田説）
4墓野山（服部説）　5大倉山（服部説）　d毛志山　鵬部説他）

7薄手井古墳　8納佐地区　9女岳山10布目択美高山
‖女岳山（和久羅山）12朝酌渡
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るが、福原説も「女岳山」の路程問題があり、なおよく検討することが必要であると考え
注8

た。

服部旦説　島根郡家の位置を知る手がかりとして風土記巻末の「適度」の条に記載され

ている1∴南方朝酌の渡しから郡家までのルート、2．郡家から西方の郡境の佐太橋ま

でのルート、3．郡家から北方千酌の駅家の港までの路線、以上の3か所の間の通道を復

元し各々の場所から逆にしぼっていくという方法論に立ち、まず「千酌の郡家の港」から

のルートを復元され、さらに「毛志山」、「女嵩山」の比定から福原町の大門、小門の屋
注9

号のある家近くの十字路付近の台地が有力であるとされた。
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Ⅳ　調査　の　概要

1，遺構について

今回の調査地は、東西に延びる急峻な島根半島の山脈から南へ派生する低い帯状の丘

陵で東西両側を囲まれた谷間水田の内、西南寄りの台地上の先端部であるが東側は福原

朝一によって区画され川の東側水田は調査地の水田に比べて約1．5m低くなっておりそれ

が北部では高低差がだんだんと縮まっていく傾向にある。

台地上の水田は東西約115mの幅で南端部は三角形状に突き出ている。この一段低い東

側の水田地については昭和59年度において試掘調査した結果、耕作土の下は水田面下約

0．8mの深さで砂層又は砂礫層となっており遺構のあったような形跡は全く認められな

かった。

したがって、集落跡の所在していた可能性の高い地域はやはりこの台地上の水田地帯と

いうことになる。調査地の北部水田からは以前、須恵器、土師器片はもち論のこと打製

石斧やスクレーパー状の石器や弥生土器も採集されていたことから古く縄文時代から人

々が居住していたことは想像に難くない。今回の調査でも黒曜石の石鉱の末製品や弥生

後期の土器片が出土していることもそれを裏づけている。

調査は、台地水田のほ場整備計画の区画線に平行して一辺10mのメッシュを組み、西

から東方向へA、B、C……、北から南方向へ1、2、3……と区分した。南北方向の

方位は、N4020′Eである。

検出した遺構は、堀立柱建物9棟（SB Ol～SBO9）、柵列2条（SAOl、S

一舟骨2う溝6条（SDOl～SDOご6）、土壌3基（gKOl～SKO3）の他堀立柱

約270本である。

この内、建物跡は主として台地の東半部に集中し、西半部には明確な廼物跡は認めら

れなかった。さらに、これらの建物は大まかに2箇所に分かれて集中していることが分

かった。つまりSDOl（南北大溝）のすぐ西側に計5棟の建物が隣接しているが、こ

の一群の建物群を東群とし、この東群の建物群から一定の間隔をおいて台地中央部に所

在する4棟の建物を西群と呼称する。

東群の建物は、全て通常の堀立柱の建物であり、柵列2条を伴なう。

それに対して西群の建物は殆んど総柱の建物であって倉のような性格をもつものと思

われる。もう少し細かく見るとSB06は内側に側柱の掘り形に比べ直径が約50cmと小

ー7－



さいピットをもつもので、これは床束の柱であったような感じを受ける。

又、SB07は東側に廟をもつものである。さらにSB07は柱痕が20cm前後の角柱

であったことが確認されており奈良期に通有な隅丸方形の掘り方に円柱というスタイル

とは全く逆である。こうした技法は奈良期（8世紀前半）よりやや古いか又は、やや新

しい段階のように思える。

次に建物の規模は柱間2問×3問のものから最大で4問×7間のものまであり、ばら
l

つきが認められるがこれは時期の異なるものがあることによるものではないだろうか。

SD Olはこ屈曲するも総延長160m以上あり、断面が台形を呈することから排水機能

より建物を区画する機能の方が強いと考えられるものである。

SK Ol～SK03は、SB06の東部にあり、SK02からは中世の土師質土器が

出土しており、建物周辺の耕作土下からも申近世の陶磁器類が出土している。

東群の建物　SB O上　02、03、08、09の計5棟の堀立柱建物と3条の柵S

AOl、02、から成る。SB Ol、SA03の東には南北大溝S D Olが走る。

SB O瑠　桁行4問（7．2m）、梁行3間（4．2m）の東西棟堀立柱建物である。柱

間寸法は桁行西から6尺（1．8m）＋6．3尺（上9m）＋5．16尺（1．95m）、梁行は

西側柱の北から5．3尺（1．6m）＋3．8尺（1．15m）＋4．83尺（1．45m）である。こ

れに対して東側柱は北から4．6尺（1．4cm）の等問である。

西側柱から1問目と3問目の梁間中央にそれぞれ棟持柱になると思われる掘り方を設

ける。

柱掘り方は円形で、上端径35～60cm、下端径32～43cm、深さ17～55cmを計る。

SB O2　S BOlの西側1m隔て南の柱通りを揃えてつくられた桁行5問（8．2m）

梁行ir3問（5二1m一）の南北棟建物である。柱間寸法は桁行7尺（2．1m）、等問、梁行7尺

（2．1m）である。柱掘り方は円形で上端径47～82cm、下端径18～61cm、深さ15

～36cmを計る。

SB O3　SB02の南側約3．5mを隔ててあり、やや東に傾いた東西棟の細長い建

物である。桁行7間（13．8m）、梁行4問（3．75m）ある。柱間寸法は桁行5尺（平

均1．5m）、梁行3尺（平均0．9m）である。柱掘り方は円形で上端径47～82cm、

下端径34～62cm、深さ38～65cmを計る。建物内部には、棟持柱を設けたと思われる

掘り方が東西に5突並んでいる。

SB O8　SB Olから北へ3．6m離れて、SB Olの西側の柱通りをほぼ揃えてつ

くられたもの。柱穴が3個未確認であるが桁行4間（5∴2m）梁行3間（3．6m）の南

－8－
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第5図　遺構配置図（り東群と南北大溝
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第6図　SB Ol　平面図
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第9図　SB O8　平面図
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北棟建物である。柱間寸法は桁行3尺（0．9m）から6尺（1．8m）、梁行3尺（0．9

m）から5尺（1．5m）までと不等問である。

柱掘り方は円形で上端径40～50cm、下端径31～43cm、深さ13～40。皿を計る。

SAOI SB02の北3．5m隔てて南北方向に続く柵列。柱穴は6本あり柱掘り方は

円形で上端径39～53cm、大端径17～43cm、深さ10～40cmを計る。柱間寸法は南端

部ら′′2本目と3本目の柱間が1．4mとやや広いが他は4尺（1．2m）である。

SAO2　SB02とSB03の間にSB02と平行に並ぶ柵列で柱穴は3本を数え

る。

柱掘り方は円形で柱間寸法は東から2．0m＋2．2mである。上端径15～60。皿、深さ

30～35cmを計る。

SBO9　SB08の東側11．5m隔ててあり桁行4間以上、梁行3間の南北に細長い

掘立柱建物である。東南部の柱穴は、SDOlによって切られている。棟の方向は、S

BOlなどと比べ東へかなりふれている。柱間寸法は桁行商から1．7m＋2．8m＋1．8

m＋1．8m、南の梁行は西から1間目が1．8mを計る。

柱掘り方は円形で上端径38～45cm、下端径14～28。皿、深さ6～14。皿を計る。柱間

－15－
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寸法は、北から1．75m＋1．7m。

SDOl　台地の東端を福原川に平行するような形でかなり左右に屈曲しながら続き、

その北端部は現在の福原川河川敷によって削られ、南端部も水田の段によって消失して

おり原状の姿は不明だが確認した総延長は160m以上である。溝の断面は台形を呈し、

上端幅2m前後、基底部幅1．3m、深さ平均0．6mを計り溝底や堆積土層からは7～9

世紀にかけての須恵器類、土師器類、土製支脚などが出土している。構内堆積土は中層

の黒褐色土層が砂質である以外、特に最下層は、明黄褐色土層で砂や礫を殆んど含んで

いないことから、水の流れた形跡はなく、排水施設というより建物施設を区画するため

の溝と考えた方がよい。この溝の外か内側に平行して土塁がめぐっていたかどうかは土

層では確認出来なかった。構内及びその周辺に無数のピットが認められたがあるいは柵

列のような施設がめぐっていたのかも知れない。

西群の建物　SBO4、SBO5、SBO6、SB07の計4棟の堀立柱建物が南北

方向にほぼ西側柱の柱通りを同じくして隣接する。又、SBO6、SB07の東に1本

の板塀を設けたと思われる溝があり、SB07をその溝との問には3基の隅丸方形の土

壌（SKOl～03）がある。SB04の北側にも柱穴が多数集中しているが建物プラ

ンは確認出来ない。SB06とSB07の間は、柱穴が少なく不規則であるのでここに

も建物はなかったと思われる。東群の堀立柱建物群との間は、柱穴が少なく建物のない

空間地であったと思われる。両者の建物群の間隔はおよそ18mを計る。

SBO4　西群最北端に位置する総柱の掘立柱建物である。桁行4間（6m）、l梁行

3間（4．5m）あり柱間寸法は桁行が5尺（工5m）であるが、北西の側柱POlとP

02の柱間は6尺（1．8m）と長い。梁行も5尺（1．5m）等間である。

柱掘り方は、上端径60～100cm、下端径50～甘料、深－さ40～70cmを計る。この内

2段掘り込みを有するものはP O3、P14、P18を除く全ての柱穴にみられ柱の基底

部はおおむね円形を呈しその径は15～30cmを計る。このことから、柱は直径20cmほど

の円柱と思われる。

SB O5　SB04の南方1．8m隔てSB04の西の側柱の柱通りを揃えてつくられ

た総柱の東西棟堀立柱建物である。桁行3問（4．5m）、梁行2間（3．2m）。柱間寸

法は桁行5尺（1．5m）等間、梁行は5．3尺（1．6m）等間である。

柱掘り方は、上端径0．5～1m、下端径0．3～0．5m、深さ0．3～0．7mを計る。2

段掘り込みはP Ol～PO4、PO8、P12に認められ、柱の基底部は隅丸方形を示

すものが多く、その径は20cmを計る。

－17－



抜き取り痕跡はP Ol、P O5、P08に認められる。

SB O6　SB05の南1．5mを隔てSB05よりやや西にふれる総柱の堀立柱建物で

ある。東西は2間（北列4．55m、中央列4．5m、南列4．7m）、南北6問（西列4．1m、

中央列4．4m、東列4．25m）。　柱間寸法は、東西が北列西から2．2m＋2．35m、中央

列西から2．15m＋2．35m、南列西から2．1m＋2．6m。南北が西列2．05mの等間。

中央列北から2．2m＋2．1m、東列が2．1mの等間である。全て2段掘り込みで柱の基

底部は円形、P02に抜き取り痕が認められる。柱は、おおよそ径20cmの円柱のようで

ある。　　　－

柱掘り方は、上端径0．7～1m、下端径0．5～0．7m、深さ0．2～0．7mを計る。

この建物は北部が2×2間の総柱造りで倉庫的性格を有し、南部が2×4間の広間と

なっている。内部には東西方向に3本づっの小規模の柱穴が並ぶが南北側柱と直線上に

並ばないので床束とはならず別の目的のピットと考えた方がよいだろう。

SB O7　SB06の南側5．5m隔て、SB06の西側柱と柱通りをそろえて建てた

総柱造りの堀立柱建物で梁問2問（5．75m）、柱間寸法西から2．8m＋3．0m、桁行4

間（7．0m）、柱間寸法北から1．8Ⅱ1＋1．8m＋1．7m＋1．7mを計る。東側に幅2m

の廟を設ける。

SDO6　SB07の東に位置する。長さ4．7m、上端幅36cm前後、下端径約20cm

深さ40cmを計る。

SK OI SB07の東南に位置する。長径96cm、短径55C皿、深さ10cmの隅丸長

方形を呈する。

SKO2　SKOlの東南に位置する。長径1．1m、短径58cm、深さ20cmの小判形

を呈する。境内から中世の土師質土器いわゆるかわらけが1個体分出土した。

SK O3　SK02の南に位置する。長径1．08m、短径67cm、深さ26～30cmの小

判形を呈する。

そ　の　他

SD O2　SB07の南部15m隔てた地点から西南西の方向へ約20m余り続く溝で

幅50cm、深さ12cm、殆んど丸味を帯びた断面を呈し、多量の礫と須恵器をはじめとす

る土器類を混入する。土器の中には、古式土師器の破片もありかなり年代幅のあるもの

も含まれているが、概して7世紀代の古墳時代終末期の須恵器が多い。

SDO3　SD02の西部において南北に横断する形でSD03がある。総延長は不

明だが、残存長10m、上端幅50m、下端幅10cm、深さ10cmを計る。SD02より新

－18－



第14図　SBO5　実測図
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しい時期のもの。

SD O4　長さ15m余り、上端幅460cm、下端幅28cm、深さ10．7cmを計る直線状

の溝。

SD O5　南北方向の北部から西部に屈曲する鍵の手状の溝。東北方向7．8m、東西

方向8．5m、上端幅65cm、下端幅15cm、深さ15cmを計る。

0　　　1　　　2m

、、斗叶…

第16図　SB O7　平面図

－21－



2　遺物について
注10

1．SDOl内上層～中層出土の遺物（第17図）1、4、5は、山陰Ⅳ期の蓋である。天

井部はいずれもナデて調整している。2、3、6は、杯身で立ち上がりが低く内傾が著る
注11

しいもので、山陰Ⅳ期である。7は、乳頭状のつまみを有する蓋である。柳浦編年の1期

に該当する。．8は、口縁部を外方へひねるもの。9は、底外面に回転糸切り痕を残す杯。

13は、ミニチュアの高塚で三方に幅1ミリ弱の切り込みを加えるもの。14は、三角形状の

すかし孔を入れるもの。15も高塚の脚端部である。12－はヾ三方に突起を設ける式のもの。

2．SDOl内最下層及び溝底出土の遺物（第18図）1は、山陰Ⅳ期の塔身である。4は、

長頸壷のロ縁部である。口径7．2cm、残存高11cmを計る。11は、長頸壷の肩部から底部

にかけての破片で最大径15．2cm、残存高　8cmを計る。底部は高台を付け、底外面は、回

転糸切り痕を残す。2は、高塚の脚端部で底径9．8cm。5は、高塀で二方透しのもの。杯

部と脚部の接合部の径6．2cmを計る。7は、土師器の聾の口縁部である。9は、口径12．8

cm、底径9cm、器高2．2cmの高さの低い杯で、底外面は回転糸切り痕を残す。柳浦編年の5

期に属す。3は、宝珠つまみを有する蓋で口縁端部の反りが簡略化されて消失したもの。

柳浦編年の4期の後半であろう。6は、高台外径約14cmの杯で底外面は、ナデ調整を施す

もの。柳浦編年の3期になるものと思われる。8は、口径12．8cm、高台外径8．3cm、器高

4．5cmを計る。口縁は、外方へ直線的に傾き、底外面は回転糸切り痕を残すもの。柳浦編年

の4期に属す。10は、無高台の塚で底外面に回転糸切り痕を残す。

3．建物群周辺（第20図）4は、B7区の耕作土層から出土したもので口径12cmの山陰

Ⅳ期の蓋である。1は、壷となるもので、体部最大径19．4cm、体部推定高14cmを計る。

下半部はカキ目調整を施す。肩部には直径6．5皿の竹管文を1個付ける。2は、蓋の口縁端

部で口径12．2cm。3は、口径13cmの高塚の師部。6は、F8区の直径25cmLの円型ピッ

ト内から出土した弥生後期前半の整形土器の口縁部である。口径16cmを計り、3条の凹線

文を付ける。5は、SK02の壁ぎわで底からやや浮いた状態で出土。中世の土師質土器

である。口径11．6cm、底径5cm、器高2．5cmを計る。上半部内外面は横ナデ調整、下半部内

外面は指ナデ調整を施す。8は、G2区出土の砥石で厚み3．3cm、長さ6．3cmの直方体の

四隅を面取りし八面体となるもの淡黄色の軟質岩を使用したもの。7はB7区出土の砥石

で厚み2×3cm、長さ13cmのもの。4面を使用し、かなり使い込んだもの。火成岩質の目

の荒い石質である。

4．SDO2（第19図）1～6は琢蓋で山陰Ⅳ期のもの。7～17は、琢身で山陰Ⅳ期のもの。

18は、つまみの付く蓋でかえりをもつ小型のもの。19も18と同種のものである。20は、口
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第17図　SD Ol　上層～中層出土遺物実測図
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径9．2cm、底径5．8cm、器高3．6cmの塚で底外面をへラ削りするもの。21は、口径9．4cm、

底径4．2cm、器高4．3cmの塚。口縁は内傾する。22、23、24、25はいずれも高塚である。

26は、肩部に円形浮文を付ける小型の壷である。29は、三方に突起をつける土製支脚で胴

部両側から奥行1cm前後の角ぼった孔をあける。28は、黒曜石製の石鉱の末製品である。

27は古式土師器の高縁部である。
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Ⅴ　　小 結

堀立柱建物は、弥生時代あるいは古墳時代から始まった新たな建築様式による建築物で

ある。畿内及びその周辺では5～6世紀の頃からみられ一部の遺跡では従来からの堅穴住

居と混在する形で出現してくる。

これ濾広く西日本を中心とした一帯についても同様の傾向がみられいかなる契機で成立

したのか定かではないが多分に政治性を帯びているのではないかと考えられている。

7世紀以降になると堅穴住居にとってかわって堀立柱建物が集落の一般的な建物形態と

して普遍的に存在するようになる。

こうした堀立柱建物の総合的な検討については古くは和島誠一、金井塚良一両氏の研究

があるが以来さほど進展していなかった。
注12　　　　　注13　　　　注14

1977～1981年にかけて広瀬和雄、小笠原好彦、原口正三民らによって類型化が進み、

大型住居や倉庫の有無、柱穴の重複関係や建物方位などを手掛りに「単位集団」あるいは

「建物小群」を描出する中でいくつかの発達段階が示されている。

一方、島根県内においても近年発掘調査が進む中でこの種の建物の検出例も増加してい

る。以下主だった遺跡を概説してみる。

出雲国庁跡（松江市大草町）　大草村検地帳に「こくてふ」という水田の字名の記載が

恩田清氏によって確認されたことにより大草町六所神社裏が「出雲国庁」跡推定地として

注目され、昭和43年から45年の三次にわたり松江市教育委員会が発掘調査した。

その結果、六所脇地区で検出されたSBO20（5間4面、四面廟の建物、政府の後殿と推

定2間X5ニ間東西棟の後方宮衛が確認されている。その他の建物も合わせると20棟余りの

堀立柱建物が認められる。出土遺物は、大量の須恵器、土師器の他、木簡、現、墨書土器

等、宮衛ならではの遺物もあり企画性のある建物配置などの特徴から出軍国庁跡と断定さ

れた。昭和46年12月13日付で国の史跡に指定された。
注16

山代郷正倉跡（松江市大庭町）　以前から炭化米が出土し正倉跡が推定されていたいわ

ゆる大庭十字路の北東部畑地について島根県教委が昭和53年度から昭和55年度まで3次

にわたり調査を実施した結果、正倉と患われる総柱造りの建物4棟、堀立柱建物跡22棟、

柵列4条が認められた。正倉は東部に3棟、西部に1棟が配置され、中央部に会所的な性

格の堀立柱建物を計画的に配置しており炭化米も大量に出土したことからこれが風土記に

いうところの「山代郷正倉」跡であろうと考えられた。　昭和55年12月5日付で国の史
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跡に指定された。
注17

天神遺跡（出雲市天神町）　出雲市域に発達する沖積平野の自然堤防上に立地する。弥

生、古墳、奈良、平安、中世、近世の各時期の遺構、遺物が出土している。

特に、古墳時代後期から奈良・平安にわたる大規模柱穴群は官衝系の建物群ではないか

と考えられている。風土記の「神門郡」の郡家にかなり近い場所であり遺構に伴なってい

ないが緑粕陶器片や平安期の土師器皿に「早天」銘の黒書銘も発見されていることから本

遺跡を「神門郡家」と推定する研究者もいる。
注18

小無用遺跡（松江市大庭町）　風土記にいう「黒田駅」跡や「意芋軍団」跡推定地であ

る低丘陵地について、昭和58年度において島根県教委が発掘調査を実施したもの。第1～

第3調査区の中で堀立柱建物14棟と土壌3箇所を検出した。陶磁器類の出土から中世以降

の建物群であろうと考えられている。古代の遺構は、土境の内SKOlのみである。

結果として、黒田駅や意宇軍団を証明する積極的な資料は得られなかった。
注19

団原遺跡（松江市大庭町字薬師ノ前、字元鳥居、字長畑、字仁平屋敷所在遺跡）　島根

県教委が昭和55年度に調査したもの、堀立柱建物8棟、井戸状遺構1などを検出。この内、

奈良期の建物は1棟、中世の建物は7棟になるものと考えられている。出土遺物は、土師

質皿形土器、杯、備前系の壷、措鉢、青磁、白磁片などが出土。

昭和56年度には、引き続き字土居、字神主屋敷地区に調査区を設定して調査を実施した

結果、弥生後期の竪穴住居1棟、堀立柱建物7棟、柵列1条、近世の溝1条、土境4個を

検出。この内、堀立柱建物は全て中世以降のものであろうと考えられる。しかしながら、

これが中世の出雲国造家の居館跡に関連するかどうかは不明である。

＿出雲国造館跡推定地については、昭和54年度において松江市教育委員会が丘陵西側の水

田地を中心に調査を実施し、堀立柱穴若干の他、井戸跡2箇所を検出し、多量の須恵器、
注20

土師器、中世陶器、輸入磁器が出土した。

以上、松江市や県教委が調査した結果から、黒田畦地区の台地上に通常の集落とは違っ

てかなりの経済力、政治力を帯びた豪族が古墳時代以降本拠地を構えていたことが知られ

る。
注21

前立山I遺跡（鹿足郡六日市町注連用）　県教委が昭和53～54年度に調査、丘陵上に

弥生時代後期から古墳時代前期にかけてのものとみられる堅穴式住居7軒と堀立柱建築遺

構1棟を検出。この建物は3間×5間の総柱で糸切底をもつ杯や高台付の須恵器杯があり、

須恵器蓋の輪状つまみ部分に「今居」の黒書銘を有するものもあり奈良末～平安時代にか

けてのものと患われる。いずれにしても一般住居とは考え難いという。

ー28－



隠岐尼寺原遺跡（隠岐郡西郷町）　昭和53～54年に県教委が調査、古墳時代後期から

奈良・平安時代にかけての40棟にも及ぶ堀立柱建物跡をはじめ溝跡の条や土壌跡数100個、

竪穴住居8軒が検出された。

この内、堀立柱建物はその規模が桁行3問（約6．3Iu）、梁間2間（4．2In）のものが

25棟、3×3間、2×2問のものそれぞれ2棟、7×5間のもの1棟と比較的小規模の建

物がほとんどであることと建物相互の配置に計画性が認め難いこと、周囲に建物群を区画

する施設がないことについて特徴がある。可能性としては集落跡又は倉庫群あるいは有力

農民や宮人層の邸宅跡などが考えられるが担当者は、集落跡の可能性が強いという。

黒田館跡（松江市山代町）　昭和37年松江市が市営住宅を建設中に発見され土塁の測量

や一部試掘調査を実施。昭和57年度には島根県教育委員会が住宅の庭を中心に試掘調査、

同58年度には市営住宅の改築に伴ない松江市教育委員会が調査。これら三次にわたる調査

の結果、館の推定規模は北辺の東西長37．5Iu、南辺の東西長45Ⅱ】、東辺の南北長63．5Ⅱ1、

西辺の南北長56Inの台形を呈し、周囲にⅤ字溝と土塁を設けその内側に掘立柱建物を配置

するものである。時期は7～8世紀代の遺物もあるが館としての盛行期は15世紀後半～16
注23

世紀代のことと思われる。

その他、隠岐島後の「甲ノ原遺跡」が調査され、隠岐国府跡とも郡衛跡とも考えられて

いる。
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1　黒褐色砂礫層
2　暗灰褐色礫層（地山ブロック含）

3　　　〝　　　（地山ブロック無）
4　黄褐色粘土（地山ブロック）
5　灰褐色土（耕作土、杭跡）
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注24　　　　　　　注25　　　　　　　注26
その他、堀立柱建物群は松江市才ノ峠遺跡や安来市高広遺跡、松江市薦沢遺跡に代表さ

れるように古墳時代後期から丘陵や谷間の斜面を利用する形で広まっていく。これらは、

通常の農村集落跡と考えられている。

このようにみてくると、島根県内では、島根県内の堀立柱建物は6～7世紀代からはじ

まり奈良平安～中世へと受け継がれていくようである。又、建物の性格についても、1．宮

衝又は官衝的性格を有するもの。2．豪族の居館跡。3．古代集落跡。の3つに区分される。

すなわち、1は、出雲国府跡、山代郷正倉跡、天神遺跡、甲ノ原遺跡が挙げられる。2

は、黒田館跡、出雲国造館跡推定地。3は、隠岐尼寺原遺跡、才ノ峠遺跡、高広遺跡、薦

沢遺跡などが含まれる。

そこで本題にかえり、芝原遺跡の性格について考えてみる。今一度本遺跡を概観すると

西群の総柱造りの倉庫を主体とした建物群、東群の堀立柱建物群、さらに東側の台地縁辺

部を南北に走る大横（SDOl）とこの3つの遺構群に分けられると患う。

東群の建物群は比較的大型の建物が多い。又、南北大溝（SDOl）によって切られた

建物（SBO3、SBO9）がみられることから少なくともSDOl以前つまり8世紀中

～後半より以前のある時期に建てられたものであろう。これらの建物が同時につくられた

のか一定の時期幅があるのか分からないが、重複する建物が見当たらないことからさほど

時期差がないのではないかと考えられる。

又、SBOlやSB03のように建物内部に棟持柱を建てたと思われる柱穴があり、こ

ういう形態は古墳時代からの流れをくむ建て方であると考えられている。

遺物の面からいうと、建物と直接結びつけられるものはないので建物の年代推定の手が

かりはない。

又、西群の倉庫を主体とした建物群はS－BO′5が両隣りのSB04とS′B06との間隔

が非常に狭く軒を接するような形となり同時に存在していたとすると不可能であるのでS

B05とそれ以外のSBO4、SBO6、SB07は存続していた時期が違うものと考え

た方が無難であろう。しかし、両者の先後関係は分からない。

又、SB07にみられるように略円形の掘り方内に方形の柱痕跡が認められるが、こう

した作り方は勿論古墳時代にもないことはないが平安以降中世のものが多いといわれる。

SB06は、北部が総柱造りの倉庫的施設、南部が広間のような複雑な間取りになりや

や新しい段階のものと判断できる。全体的に見るとこの西群の建物群は、掘り形が大きく

て深くしっかりとした造りであるので奈良時代に建てられた可能性もなくはない。したが

って西群の建物は奈良から一部中世に至る問に時期差をもって建てられたものと考えられ
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る。

このように考えてくると、

①SDOl（南北大溝）は、溝底の出土遺物の検討から西暦8世紀中、後半から9世紀

代の頃に存続していた。

④東群の建物は、SDOlに切られた建物が一部に認められることや、古墳時代の流れ

をくむ建物が一部にみられることから最も古い段階の建物群であろうと患われる。

④西群の建物は、2時期に分かれ、略円形の掘り形に方形の柱痕跡のある建物や、複雑

な建物もあるこ；となど新しい要素もある反面、掘り形の規模が大きくしっかりしているの

で、それほど新しいものでもないような感じもする。今後さらに類例の増加を待って検討

していかなければならないが、一応現段階では奈良以降のものとしておきたい。

④風土記の勘造された8世紀前半頃の建物があった可能性は出土遺物の上からも少ない。

⑤SDOlと西群の建物が同時期に存在した可能性は充分考えられる。

ところで、本遺跡を含む福原町一帯の水田については、従来から風土記にいうところの

「島根郡家」跡があったのではないかと思われ推定地の一つになっていたが本遺跡の調査

が進むにつれ一部の研究者の間では島根郡家跡の可能性がさらに一段と高くなったものと

考えられるに至った。

そこで、本遺跡の性格について、とりわけ島根郡家との関連の上から考えてみたい。

郡家は全国に600はど設けられたといわれるが、その内これまでに全国で調査された郡

衝及びその関連遺跡は42箇所にのぼる。中国地方では鳥取県3箇所、万代寺遺跡（因幡八

上郡衝）、上原遺跡（因幡気多郡衝）、大高野遺跡（伯書八橋郡衝）、広島県1箇所、下

木谷遺跡（備後三次郡衝）、岡山県4箇所　小殿遺跡（備中英賀郡衛）、宮尾遺跡（美作
注27

久米郡衝）、平e勝間田遺跡（美作勝田郡衛）、高木遺跡（美作英田郡衝）がある。

11世紀前半に書かれた「上野国交替実録帳」には14郡の郡衛建物の記載があり千郡庁」
たち　　くり・や

「正倉」「館」「厨家」「門」「垣」などの建物施設があったことが期られる。又、大上

中下小の等級があり100In～400IHをこす規模のものまであったと考えられている。とり

わけ正倉は、厳重に管理され濠などで隔離されていた。律令の「倉庫令」には、上　高燥

の場所に設けること。2．そばに池や濠を掘ること。3．倉から50丈（150Ⅱ】）以内には

館合を建ててはならないと規定している。

本遺跡は、A期に東群の建物群が建ち、B期にSDOlと西群の建物群のあった可能性

が強いが、東群の建物についても重複するものがないという点、西群の建物についても東

群の建物やSDOlと一定の間隔を置いて南北方向に配列するなど計画性、企画性に富む

－32－



ことから、通常の集落跡とは考え難く、官衛的な要素が強い。しかし集落跡以外であると

すると地方豪族の居館跡の可能性もあり、官衛跡としても木簡、睨、黒書土器など役所な

らではの出土遺物が皆無であるのでこれも断定出来ない。現段階では、官衛的な施設の一

部又は豪族の居館跡のいずれかであろうということしかいえない。

島根郡家跡を福原地区に求める根拠としては、風土記記載の郡家から各地への方位。里

程の内、服部旦氏は「千酌騨浜」や「毛志山」、「女岳山」などからの方位、里程を逆に

たどって到達したことによる。しかし、奈良時代の古道が一体どういうルートであ、ったの

かということは、非常に困難な作業であるし、ルートや歩幅の微妙な差異が長い距離では

大きく影響してくる。又、郡家施設のどこを起点としていたのかも分からないことや、例

えば山であれば登山道の入口がどこにあったのかは現在確定していく作業が非常にむずか

しいのではないか。各地への里程、方位も全てのものについて検証されたわけではないの

で、こうした諸問題も含めて風土記研究は関連遺跡の調査と平行してさらに検討を重ねて

いく必要があり、現段階では「島根郡家」跡と短絡的に結び付けて考え・ることは時期尚早

ではないかと患う。

芝原遺跡北側の水田地については、昭和60年度において試掘調査を実施した結果、約

10，000Ⅱfの範囲において多数の柱穴が発見されており、本遺跡の範囲がさらに北側へ延び

ていることが知られ、は場整備が予定されている北側水田地の発掘調査が必要である。

注1　松江市教育委員会「松江北東部遺跡分布調査報告書」昭和60年3月

注2　　松江市教育委員会「松江市の埋蔵文化財」1980年3月

注3　　後藤蔵四郎「出雲国風土記考謹」

注4　　野津左馬之助「島根県史」第五編　国司政治時代の頃

注5　　朝山暗「出雲国風土記における地理上の諸問題」（出雲大社編『出雲国風土記

の研究』昭和28年所収）

注6　　加藤義成「出雲国風土記参究」原書房　昭和37年11月

注7　　内田律雄「手染郷からみた嶋根郡家とその位置について」（島根県立八雲立つ

風土記の丘『八雲立つ風土記の丘』ぬ24　昭和52年5月所収）

注8　　山本清「川津郷土誌」第二編歴史　第二章古代　第三節奈良・平安時代　二出

雲国と島根郡の項

注9　　服部旦『出雲国風土記』島根郡家の比定一千酌駅家凄◎千酌駅家の比定と通道

の〝復元〝を通して－（「山陰史談」21号　昭和60年3月所収）

注10　　山本清「山陰の須恵器」『島根大学関学10周年記念論集』昭和35年所収
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注11　柳浦俊一「歴史時代須恵器編年試論」『松江考古』第3号　昭和55年

注12　　広瀬和雄「古墳時代の集落類型一西日本を中心として」（「考古学研究」第25

巻第1号所収）

注13　　小笠原好彦「畿内および周辺地域における堀立柱建物集落の展開」（「考古学

研究」第25巻第4号所収

小笠原好彦「古代寺院に先行する掘立柱建物集落」（「考古学研究」第28巻第

3号」所収）

注14　　原口正三「古代・中世の集落」（「考古学研究」第23巻第4号所収）

注15　　松江市教育委員会「出雲国庁跡発掘調査概報」

注16　　島根県教育委員会「団原遺跡発掘調査概報I一山代郷正倉跡－」1978

島根県教育委員会「団原遺跡発掘調査概報Ⅱ一山代郷正倉推定地－」昭和55

年3月

島根県教育委員会「史跡出雲国山代郷正倉跡」昭和56年3月

注17　　出雲市「出雲区天神遺跡」昭和47年3月

出雲考古学研究会「古代の出雲を考えるI　天神遺跡の諸問題－，78年発掘調

査報告－」1979年8月

注18　　島根県教育委員会「風土記の丘地内遺跡発掘調査報告書Ⅱ　小無田遺跡」1984

注19　　島根県教育委員会「団原遺跡発掘調査概報Ⅲ」昭和56年3月

島根県教育委員会「風土記の丘地内遺跡発掘調査報告工」昭和57年3月

注20　　松江市教育委員会「出雲国造館跡発掘調査報告」1980

注21　島根県教育委員会「中国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書」

昭和55年3月

注22　　三宅博士「最近の発掘調査から掘立柱建築遺構検出の意義を探る」（「八雲立

つ風土記の丘Nn36」・島根県立八雲立っ風土記の丘資料館

注23　　島根県教育委員会「風土記の丘地内遺跡発掘調査報告Ⅱ」昭和盛年3月

松江市土地開発公社、松江市教育委員会「黒田館跡」1984年3月

注24　　島根県教育委員会「国道9号線バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告

書」Ⅳ1983

注25　　足立克己「高広遺跡の堀立柱建物跡群」（「季刊文化財53号」島根県文化財愛護協会」

注26　　松江市教育委員会「薦沢A遺跡他発掘調査概報」1984年3月

注27　　山中敏史・佐藤興治「古代の役所」岩波書店　1985年6月
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調査地近景－北をみる
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奈良国立文化財研究所　山中敏史先生視察状況



東群　SB O3　東からみる

－41－



東群の建物遺構

－42－



西群の建物遺構一南からみる－手前SB O7

S臼04－東からみる

－43－



－東からみる
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SB O6
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SB O6　北部

SB O6　南部
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SB O7－南からみる
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SB O8－東からみる

SD O1－H2区より南をみる
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SD Ol　北方Jl～H6をみる

SD Ol　断　面
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SD OI H4区溝底　土器出土状態

SK O2　土師質土器の出土状態
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堀形と柱痕跡
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堀形と柱痕跡

堀　り　形
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11細野8

SD Ol　上層～中層出土遺物（実測図番号と同じ）
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E＿∃

SD Ol　溝底出土遺物（実測図番号と同じ）
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こ障・1一三ご・．ヂ
立，、＿÷こヾ

4

工か6

SD O2　出土遺物（実測図番号と同じ）
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寺軸黙こ二‘二∴5

建物群周辺遺物（実測図番号と同じ）
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芝　原　遺　跡

昭和61年3月発行

発　行　松江市教育委員会

印　刷　有限会社谷口印刷

松江市母衣町89

文化財愛護シンボルマークとは‥‥‥

このマークは昭和41年5月26日に文化財保護委員会（現文化庁）
が全国に公募し、決定した文化財愛護の運動を推進するためのシン
ボルマークです。

その意味するところは、左右にひろげた両手の掌が、日本建築の

重要な要素である．ヰ韻、すなわち耳と闇の組み合わせによっ
て全体で軒を支える腕木の役をなす組物のイメージを表わし、これ
を三つ重ねることにより、文化財というみんなの遺産を過去・現在
・未来にわたり永遠に伝承していこうというものです。

E
シンボルマーク
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